
大 社 福 施 発 第 7 4 3 号 

令 和 5 年 2 月 1 日 

施設長 各位 

大 阪 府 社 会 福 祉 協 議 会 

セ ル プ 部 会 

大 阪 授 産 事 業 振 興 セ ン タ ー 

運 営 委 員 長  駒 谷  正 樹 

                        ＜ 公 印 略 ＞ 

大阪授産事業振興センター研修会のご案内 

 

時下､皆様には益々ご清祥のこととお慶び申しあげます。 

さて､ 

インボイス制度を 2023 年 10 月から施行されることになりました。その為に今年 3 月迄

に事業者登録をしなければ 10 月に適応になりません。 （1 月 13 日付けで 4 月以降も登

録できるようになる。） 

つきましては、セルプ部会の研修同様再度『インボイス制度』をテーマに、開催いたし

ます。改めてこんな事が聞きたいことがありましたら、アンケートに書入れて、是非ご参

加していただけるようお願いいたします。 

参加希望される方は必要事項をご記入のうえ､本センターまで FAX でお知らせください

ますようお願いいたします。 

 

記 

１．日  時  令和 5 年 2月７日（火）14：00～15：30（1.5時間） 

                       

２．研修方法   ZOOMにてオンライン研修 

 

３．テ ー マ  『インボイス制度について』 

・ 

４．講  師  松野税理士公認会計士事務所 代表 松野剛史氏 

        （社会福祉にご理解のある公認会計士） 

 

５．参 加 費  無料 

 

６．定  員  50名 

 

７．申込締切  参加申込書を 2月 6日（月）AM11時までに Fax にてお申し込みくだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

参加申込表 

ＦＡＸ：０６－６７６６－１７１９（岩井行き）2 月 6 日（月）AM11 時まで 

大阪授産事業振興センター『インボイス制度』研修会 

 

施 設 名：                         

 

連絡用 MAIL  :                         

 

Ｔ Ｅ Ｌ：          Ｆ Ａ Ｘ：          

 

参加者氏名①：                        

 

参加者氏名②：                                      

 

 

アンケート 

インボイス制度に関することについて、お悩みのこと、質問したいことなどあればご記入くだ

さい。                                     

                                        

                                        

                                                                               

                                        

                                        

 

 

 

（福）大阪府社会福祉協議会 施設福祉部内 

大阪授産事業振興センター 岩井 一博 

〒542-0065 大阪市中央区中寺１－１－５４ 

TEL：06-6766-1717／FAX：06-6766-1719 

メール：iwai.k @osakafusyakyo.or.jp  

ホームページ：https://osaka-jusan.jp/ 

 

C-25 

 


